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・割増賃金の算定における在宅勤務手当

の取扱いが明らかに

・有期労働契約の雇止め、認められない

場合とは？

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容が
不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

割増賃金の算定における在宅勤務手当の取扱いが明らかに

作成日：2024.04.21

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”
“お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

有期労働契約の雇止め、認められない場合とは？

厚生労働省は、いわゆる「在宅勤務手当」が実費弁償と整理され、割増賃金の基礎となる賃金への算入を要しない場
合の取扱いを示しました。

以下の１．及び２．に照らして、事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理される場合
には、当該在宅勤務手当については、割増賃金の基礎となる賃金への算入は要しない

有期労働契約を更新しない場合には、あらかじめ契約
を更新しない旨が明示されている場合を除き、少なくとも
契約期間が満了する日の30日前までに、その予告をし
なければなりません。
【雇止めの予告の対象となる有期労働契約】

①3回以上更新されている場合

②1年以下の有期労働契約が更新または反復更新され、

最初に有期労働契約を締結してから継続して通算1年を

超える場合

③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

有期労働契約更新による雇用が3年以
上、かつ契約期間満了で退職し、以下①、
②の両方に該当すると、事業主都合によ
る離職扱いとなります。
①直前の契約更新時に雇止め

通知・終期の明示なし

②契約満了時に労働者が契約更新を希望

していた、または労働者から契約更新の

希望に関する申出はなかった（更新の希

望について確認していない場合を含む）

有期契約の雇止め
は、場合によっては事
業主都合による離職
扱いになり、一部助
成金の制限を受ける
と聞きました。

どのような場合に当
てはまるのでしょうか。

３

契約社員の契約を更新しな
いことにしました。

「雇止め」できない場合があ
ると聞きましたが、どのような
時にできないのでしょうか。

１

６５

２

左記の要件に該当し
なければ、雇止めでき
るということですね。

雇止めの予告は必要
ですか。

在宅勤務手当を割増賃金の基礎に算入しない場合とは？

１．実費弁償の考え方

４

・労働者が実際に負担した費用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するもの
であることが外形上明らかである必要があること

既に割増賃金の基礎に算入している在宅勤務手当（実費弁償に該当するもの）を上記に照らして割増賃金の基礎
に算入しないこととする場合、労働者に支払われる割増賃金額が減少することとなり、労働条件の不利益変更に当た
ると考えられるため、法令等で定められた手続等を遵守し、労使間で事前に十分な話合い等を行うことが必要である
ことに留意しましょう。

２．実費弁償の計算方法

・就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、当該計算方法は在宅勤務の
実態（勤務時間等）を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること

実費弁償に当たり得るものとしては、事務用品等の購入費用、通信費（電話料金、インターネット接続に係る通信料）、
電気料金、レンタルオフィスの利用料金などが考えられる。

上記が事業経営のために必要な実費を弁償するものとして支給されていると整理されるために必要な「在宅勤務の
実態（勤務時間等）を踏まえた合理的・客観的な計算方法」としては、以下の方法などが考えられる。

（１）国税庁「在宅勤務に係る費用負担等に関するＦＡＱ（源泉所得税関係）」で示されている計算方法

（２）（１）の一部を簡略化した計算方法

（３）実費の一部を補足するものとして支給する額の単価をあらかじめ定める方法

次の①、②のいずれかに該当する有期労働契約の「雇止め」につ
いては、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると
認められないとき」は、雇止めができません。

① 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労

働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

② 有期労働契約の契約期間の満了時に、労働者が契約

更新されるものと期待することに合理的な理由があると

認められるもの
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